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立て看規制について 

2018 年 2 月 26 日 「立て看規制について考える集まり」準備会有志 

◆京都市の景観政策 

1. 屋外広告物に対する基準を市内全域で定め、「美しい品格のある都市景観の

形成」を図っている。 

2. 屋外広告物：屋外において、常時又は一定の期間継続して公衆に掲げられる

もので、看板や広告塔、ポスター等をいう。営利を目的としないものでも屋

外広告物となる。 

3. 屋外広告物には、様々な表示の制限がある。一例としては、 

 設置場所：公演や河川、史跡名勝のほか、電柱やアーケードの支柱など 

 表示できる面積： 地域によって表示できる面積の基準がある。 

 高さ：地域ごとに高さの基準が定められている。 

 デザイン：色彩の基準が数値で定められている。 

（参考資料） 

・「屋外広告物の制度」、京都市都市計画局、2011 年 3 月 

・「京都市屋外広告物等に関する条例」 

2007 年制定、最終改正 2012 年 3 月 30 日 

◆景観政策と立て看板 

1. 公道に面した立て看板は屋外広告物に該当する。 

2. 京都市はかつてから京大に対して行政指導を行ってきた。行政指導としては、

景観条例に反するというものと、通行人の安全を損なうというものの 2 種類

がある。 
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3. 学生担当理事・副学長の川添信介氏は 11 月 14 日、大学周辺の立て看設置

者に向け、屋外の広告設置を禁止している京都市の条例遵守を促す通知を出

した。 

◆京都大学立看板規程 

I. 要点 

 京都市条例の適用範囲外である構内の立て看板についての規制で、京都市か

らの指導と直接関係はない。 

 これまでにないほどの制限を課している。 

 設置者：総長が認めた団体（公認団体） 

 設置期間：1 か月（例外あり） 

 大きさ：縦 200 センチメートル、横 200 センチメートル 

 場所：大学当局が指定した場所のみ 

指定箇所はまだ未定で、現在、部局ごとに議論を進めている 

 設置責任者の氏名、連絡先及び設置期間の明記を義務付け 

 制定までの過程はよくわからない 

規程について京大は本紙の取材に対して「『立看板規程』は関係す

る理事、副学長、関係部・課の協議により協議を行った」という。 

（京都大学新聞 2599 号、2 月 16 日） 

II. 規程制定にいたるまでの経緯 

2017.？？ 

京都市から京大周辺の立て看板に対して、行政指導がある 

2017.10.20 

学生生活委員会で、京都市から外構の立て看板について指導を受けたことが報告
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される。 

2017.11.14  

京大当局が川添副学長名義で学生らに対し、京都市条例の遵守を求める通知を出

す 

2017.12.12 

部局長会議で「立看板規程」が議論される。協議の結果、一部必要な修正を行う

ことで了承される 

2017.12.19 

教育研究評議会および役員会で規程の制定が了承される 

III. 公式サイトに公表されている議事録 

 学生生活委員会（2017 年 10 月 20 日）議事概要 

【議事】 

２．立て看板等の設置にかかる京都市からの指導通知について 

京都市から立看板の設置に係る指導通知があったこと及び今後大学とし

て立看板への対応について検討を開始する旨説明があった。 

併せて、学生に対して同通知の根拠となる法令を示したうえで、自主的な

対応を呼びかけること、及びその周知内容については学生担当理事に一任い

ただきたい旨説明があり、協議の結果、了承された。 

 学生生活委員会（2017 年 11 月 10 日）議事概要 

→立て看板に関する記述はなし。 

 部局長会議（2017 年 11 月 14 日）議事録 

【報告】 

11. 立看板の設置にかかる取扱いについて 

 立看板の設置にかかる今後の取扱いについて、大学としての方針・方向性

について説明があった。 

 学生生活委員会（2017 年 12 月 8 日）議事概要 
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【報告】 

２. 立看板等の設置にかかる京都市からの指摘事項に対する対応について 

立看板等の設置にかかる京都市からの指摘事項に対する本学の基本方針

等について説明があった。 

本件について、委員から、取扱い内容（案）や設置場所に関して意見があ

り、委員長から、本委員会での意見については部局長会議に報告する旨発言

があった。 

 部局長会議議事録 第 8 回 2017 年 12 月 12 日（火曜日）開催 

【議事】 

３．京都大学立看板規程の制定について 

立看板の設置に関し必要な事項を定めるため、京都大学立看板規程を制定

する旨説明があり、協議の結果、一部必要な修正を行うことで了承された。 

 役員会議事録 第 16 回 12 月 19 日（火曜日）開催 

【議事】 

３．京都大学立看板規程の制定について 

立看板の設置に関し必要な事項を定めるため、京都大学立看板規程を制定

する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 

IV. 京都大学立看板規程 

平成 29 年 12 月 19 日 

達示第 69 号制定 

第 1 条 

立看板の取扱いは、京都大学(以下「本学」という。)又は部局が設置するもの(第

12 条に規定するものを除く。)を除き、この規程による。 

第 2 条  

立看板の設置は、京都大学学内団体規程(昭和 26 年達示第 3 号)により総長が承

認した団体が行うものに限る。 
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第 3 条  

立看板は、本学が別に指定する場所以外に設置してはならない。 

第 4 条  

立看板は、縦 200 センチメートル、横 200 センチメートル以内のものとする。 

第 5 条  

立看板を設置する団体は、当該立看板の前面に、設置する団体名、設置に係る責

任者(以下「設置責任者」という。)の氏名、連絡先及び設置期間を明記しなけれ

ばならない。 

第 6 条  

立看板の設置期間は、当該立看板を設置した日から 30 日以内とする。 

第 7 条  

第 2 条及び前条の規定にかかわらず、2 月 20 日から 4 月 20 日までの間は新入

生の勧誘を目的とする立看板を、10 月 15 日から当該年度の 11 月祭終了日まで

の間は 11 月祭に係る立看板を、本学の学生団体が設置することができる。 

第 8 条  

第 3 条で指定する場所に、同一の団体が同時に設置することのできる立看板は、

1 枚とする。 

第 9 条  

立看板は、破損、落下、倒壊等による通行への妨げ及び人身への危険がないよう、

安全に配慮して設置しなければならない。 

2 立看板の設置責任者は、設置期間を経過したときは、直ちに当該立看板を撤去

しなければならない。 

3 台風、強風等により立看板の破損、落下、倒壊等のおそれがある場合、立看板

の設置責任者は、あらかじめ当該立看板を撤去しなければならない。 

第 10 条  

本学は、本規程に違反する立看板について、当該立看板の設置責任者に撤去を求

めることができる。 

2 前項に定めるもののほか、本学は、台風、強風等により立看板の破損、落下、
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倒壊等のおそれがある場合及び長期休業期間に入る前に、立看板の設置責任者に

当該立看板の撤去を求めることができる。 

3 前 2 項の規定により撤去を求めたにもかかわらず、立看板が撤去されない場

合、本学は、当該立看板を撤去することができる。 

4 前 3 項の規定にかかわらず、緊急やむを得ず撤去する必要がある場合、本学

は、立看板の設置責任者に撤去を求めることなく、当該立看板を撤去することが

できる。 

5 前 2 項の規定により立看板を撤去した場合、本学は、当該立看板の設置責任

者に対して当該撤去に要した費用の償還を求めることができる。 

6 第 3 項又は第 4 項の規定により本学が立看板を撤去した後 30 日以内に、当該

立看板の設置責任者から返還の求めがない場合、本学は、当該立看板を廃棄する

ことができる。 

第 11 条  

第 2 条及び第 3 条の規定にかかわらず、本学が別に指定する場所以外に立看板

を設置しようとする者は、設置しようとする敷地を管理する部局の長が特に必要

と認めた場合、当該敷地に立看板を設置することができる。 

2 第 4 条から第 6 条まで、第 9 条及び第 10 条の規定は、前項の立看板に準用

する。この場合において、「本学」とあるのは「敷地を管理する部局の長」と読

み替えるものとする。 

第 12 条  

本学又は部局が主催若しくは共催し、又は幹事等となりその開催に関与する国際

会議、講演会、研究会、研修会、式典その他の行事を案内する立看板の取扱いは、

施設担当の理事が別に定める。 

附 則 

この規程は、平成 30 年 5 月 1 日から施行する。 

V. 「京都大学立看板規程」に関する話し合いを求める要求書 
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学生担当理事・副学長 川添信介 殿 

学生生活委員会第二小委員会 御中 

「京都大学立看板規程」に関する話し合いを求める要求書 

2018 年 2 月 8 日 

京都大学新聞社 

熊野寮自治会 

西部講堂連絡協議会 

農学部自治会常任委員会 

文学部自治会学友会常任委員会 

吉田寮自治会 

理学部自治会評議会 

 

 12 月 19 日、「京都大学立看板規程」が制定された。本規程は、学内の立て看

板に関して、設置場所や設置者、看板の大きさなどをかつてないほど厳しく制限

している。しかし一方で、本規程の制定に当たっては執行部を中心とした教員の

会議体で議論・検討されただけで、当事者である学生は検討プロセスから排除さ

れている。学生との話し合いのないままこのような規程が制定されたことは、学

生の主体性を軽んじ、その自由な活動を制約するものであり、到底容認すること

ができない。 

 したがって、本件に関して、すべての当事者が自由に参加できる公開の場での

話し合いないし説明会の開催を要求する。本規程の制定に関わった責任ある立場

からの応答を望む。 

 回答は 2 月 19 日までに返答されたい。 

 

VI. 要求書に対する「回答」 
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・ 回答を出す際の便宜的な連絡先として伝えていた吉田寮自治会へのメール

（2018 年 2 月 23 日 15 時 17 分） 

京都大学新聞社 

熊野寮自治会 

西部講堂連絡協議会 

農学部自治会常任委員会     御中 

文学部自治会学友会常任委員会 

吉田寮自治会 

理学部自治会評議会 

 平成３０年２月８日に提出された要求書への回答ですが、吉田寮自治会

宛に連絡するようにとのことでしたので、吉田寮宛メールアドレスに送信

しています。 

 平成３０年２月８日に提出された要求書への回答は次のとおりです。 

 なお、文書による回答をとのことでしたが、川添理事は文書による回答

は行わないとのことです。 

◎「京都大学立看板規程」は既に大学として決定されたものであり、話し

合いの場は設定しない。 

◎また、説明会も開催しない。周知はキャンパスライフニュースで全学生

に向けて大学の考えを発信する。 

◎なお、本規程に関する質問があるのであれば、学生意見箱で受け付ける。 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

京都大学教育推進・学生支援部厚生課課外活動掛 

TEL：075(753)2504 

FAX：075(753)2512 

E-mail：840kagai@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 


